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国　税／�6月分源泉所得税の納付� 7月10日
国　税／�納期の特例を受けた源泉所得税（1月〜6月

分）の納付� 7月10日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請
� 7月18日
国　税／�所得税予定納税額第1期分の納付
� 7月31日
国　税／�5月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）、11月決算法人の中間申告� 7月31日
国　税／�8月、11月、2月決算法人の消費税等の中

間申告（年3回の場合）� 7月31日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

� 市町村の条例で定める日
労　務／�社会保険の報酬月額算定基礎届� 7月10日
労　務／�労働保険料（概算・確定）申告書の提出・

（全期・１期分）の納付� 7月10日
労　務／�障害者・高齢者雇用状況報告� 7月18日
労　務／�労働者死傷病報告（4月〜6月分）�7月31日

　賃上げ促進税制では、対象となる「給与等」
について、会計上どのような科目で費用計上
するかは特に限定していません。事業主が職
場つみたてNISAを利用する従業員へ給付す
る奨励金を福利厚生費など給与以外で費用計
上していても、その奨励金は同税制の対象と
なる「給与等」に該当します。

ワンポイント 賃上げ促進税制とNISA奨励金

7 月 の 税 務 と 労 務7月 （文月）JULY

17日・海の日

日 月 火 水 木 金 土
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7 月号─2

　

電
子
帳
簿
保
存
制
度
に
つ
い
て

は
、
昨
年
に
引
き
続
き
、
令
和
５
年

度
税
制
改
正
に
お
い
て
更
な
る
見
直

し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
改
め
て
こ
の
制
度
を
確

認
す
る
と
と
も
に
、
今
回
ど
の
よ
う

な
改
正
が
行
わ
れ
た
の
か
見
て
い
き

ま
す
。

一　

電
子
帳
簿
保
存
制
度
と
は

　

所
得
税
、
法
人
税
、
消
費
税
等
で
、

原
則
紙
で
の
保
存
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
帳
簿
書
類
に
つ
い
て
、
一
定

の
要
件
を
満
た
し
た
上
で
電
磁
的
記

録（
電
子
デ
ー
タ
）に
よ
る
保
存
を
可

能
と
す
る
こ
と
及
び
電
子
的
に
授
受

し
た
取
引
情
報
に
係
る
デ
ー
タ
の
保

存
義
務
等
が
定
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

電
子
デ
ー
タ
に
よ
る
保
存
は
、
３

種
類
に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
（
下
図

参
照
）。

二　

電
子
取
引
デ
ー
タ
の
保
存

⑴　

デ
ー
タ
保
存
の
義
務
化

　

令
和
４
年
１
月
１
日
以
降
、
事
業

者
が
所
得
税
・
法
人
税
に
係
る
取
引

情
報
（
請
求
書
、
領
収
書
等
に
通
常

記
載
さ
れ
る
事
項
）
を
電
磁
的
方
式

に
よ
り
授
受
す
る
取
引（
電
子
取
引
）

を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
取
引
情
報

を
電
子
デ
ー
タ
の
ま
ま
で
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。
た
だ
し
、
消
費
税
に
係
る
デ
ー

タ
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
書
面
に

出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
保
存
す
る
こ

と
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
事
業
者
の
間
か
ら
シ
ス

テ
ム
等
の
対
応
が
間
に
合
わ
な
い
と

い
う
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
令

和
４
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、「
や

む
を
得
な
い
事
情
」が
あ
り
、
か
つ
、

税
務
調
査
の
際
に
出
力
し
た
書
面
の

提
出
等
に
応
じ
る
場
合
は
、
令
和
５

年
12
月
31
日
ま
で
の
２
年
間
、
出
力

し
た
書
面
に
よ
る
保
存
を
認
め
る
宥

恕
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑵　

デ
ー
タ
保
存
の
要
件

　

前
述
の
よ
う
な
電
子
デ
ー
タ
を
受

け
取
っ
た
場
合
、
真
実
性
を
確
保
す

る
た
め
、
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
等
の
改

ざ
ん
防
止
の
た
め
の
一
定
の
要
件
を

満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
デ
ー
タ
を
検
索
可
能
な
状

態
で
保
存
す
る
こ
と
（
検
索
機
能
の

確
保
要
件
）、
デ
ー
タ
の
見
読
を
可

能
と
す
る
パ
ソ
コ
ン
・
デ
ィ
ス
プ
レ

イ
を
備
え
付
け
る
と
い
っ
た
要
件
も

満
た
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

三　

令
和
５
年
度
税
制
改
正
の
内
容

　

令
和
６
年
１
月
１
日
以
後
に
行
う

電
子
取
引
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な

見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

⑴　

シ
ス
テ
ム
対
応
が
間
に
合
わ
な

か
っ
た
事
業
者
へ
の
対
応

　

前
述
の
デ
ー
タ
保
存
の
要
件
に
係

る
シ
ス
テ
ム
対
応
が「
相
当
の
理
由
」

に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

事
業
者
に
お
い
て
は
、
税
務
調
査
の

際
に
出
力
書
面
の
提
出
等
に
加
え
、

①電子帳簿等保存
　（電子的に作成した帳簿・
書類をデータのまま保存）

②スキャナ保存
　（紙で受領・作成した書類
を画像データで保存）

③電子取引
　（電子的に授受した取引情
報をデータで保存）

（会計ソフト等で）
電子的に作成した帳簿

電子的に作成した
国税関係書類

スキャン・読み取り

（電子メール等で）授受

ネット上からダウンロード

受　領
国税庁資料を加工

取引情報

自社

処理番号 利用日 利用額 名目
J000000 2021/0/00 000 〇〇
J000001 2021/0/00 0,000 〇〇
J000003 2021/0/00 0,000 〇〇

取引先

令和５年度税制改正
電子帳簿保存制度

の見直し



3─7月号

デ
ー
タ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
求
め
に

応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て

お
け
ば
、
検
索
機
能
等
の
確
保
の
要

件
を
不
要
と
し
て
、
そ
の
デ
ー
タ
の

保
存
が
可
能
と
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、

現
行
の
宥
恕
措
置
は
、適
用
期
限（
令

和
５
年
12
月
31
日
）
の
到
来
を
も
っ

て
廃
止
さ
れ
ま
す（
上
表
参
照
）。

⑵　

検
索
機
能
の
確
保
要
件
の
緩
和

　

現
行
の
検
索
機
能
の
確
保
要
件
と

は
、

①　

取
引
年
月
日
そ
の
他
の
日
付
、

取
引
金
額
及
び
取
引
先
（
以
下
、

記
録
項
目
と
い
い
ま
す
）
を
検
索

の
条
件
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と

②　

日
付
又
は
金
額
に
係
る
取
引
項

目
に
つ
い
て
は
、
そ
の
範
囲
を
指

定
し
て
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と

③　

２
以
上
の
任
意
の
記
録
項
目
を

組
み
合
わ
せ
て
条
件
を
設
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
、
調
査
の
際
に
デ
ー
タ

の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
求
め
に
応
じ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
場

合
は
②
及
び
③
の
要
件
が
不
要
と
な

り
、
更
に
加
え
て
基
準
期
間
の
売
上

高
が
１
０
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
事

業
者
は
、
①
か
ら
③
の
す
べ
て
の
要

件
が
不
要
と
な
り
ま
す
。

　

令
和
５
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、

①
か
ら
③
の
す
べ
て
の
要
件
が
不
要

と
な
る
事
業
者
の
売
上
高
の
基
準
が

５
０
０
０
万
円
以
下
に
改
正
さ
れ
ま

し
た（
た
だ
し
、デ
ー
タ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は

あ
り
ま
せ
ん
）。

　

ま
た
、
デ
ー
タ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
デ
ー
タ
の
出

力
書
面
の
提
出
等
の
求
め
に
応
じ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
場

合
に
つ
い
て
も
、
①
か
ら
③
の
す
べ

て
の
要
件
が
不
要
と
な
り
ま
す
。

⑶　

ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
の
要
件
の

緩
和

　

制
度
の
利
用
促
進
を
図
る
観
点
か

ら
、
記
録
事
項
の
入
力
を
行
う
者
等

の
情
報
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
し
て

お
く
こ
と
や
、ス
キ
ャ
ナ
で
読
み
取
っ

た
際
の
情
報
（
解
像
度
・
階
調
・
大

き
さ
）の
保
存
の
要
件
を
不
要
と
し
、

帳
簿
の
記
録
事
項
と
の
間
に
、
相
互

に
そ
の
関
連
性
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
求
め
る
書
類
が
、
契
約

書
、
領
収
書
、
納
品
書
、
請
求
書
な

ど
の
重
要
書
類
に
限
定
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、見
積
書
や
注
文
書
、

検
収
書
な
ど
が
対
象
外
に
な
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

⑷　

優
良
な
電
子
帳
簿
の
範
囲
の
見

直
し

　

優
良
な
電
子
帳
簿
の
要
件
（
訂

正
・
削
除
・
追
加
の
履
歴
、
各
帳
簿

間
の
相
互
関
連
性
、
検
索
機
能
の
確

保
の
要
件
）
を
満
た
し
て
保
存
等
が

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
帳
簿
に
記

録
さ
れ
た
事
項
に
関
し
申
告
も
れ
が

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
申
告
も
れ
に

課
さ
れ
る
過
少
申
告
加
算
税
を
５
％

軽
減
す
る
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
い
ま
ま
で

優
良
な
電
子
帳
簿
の
範
囲
に
つ
い
て

は
、
仕
訳
帳
、
総
勘
定
元
帳
の
ほ
か
、

そ
の
他
必
要
な
帳
簿
す
べ
て
と
さ
れ

て
い
た
も
の
が
、
そ
の
他
必
要
な
帳

簿
の
範
囲
に
つ
い
て
、
申
告
に
直
接

結
び
つ
き
や
す
い
経
理
誤
り
全
体
を

是
正
し
や
す
く
す
る
た
め
の
補
助
帳

簿
等
に
限
定
さ
れ
ま
し
た
。

【参考資料】
国税庁
電子帳簿等
保存制度　
特設サイト

令和5年度改正による新たな猶予措置
位置づけ 適用要件 運用上の配慮 保存期間 具体的な適用場面

令和5年12月31日
までの宥恕措置

・�税務署長がやむを得ない事情
があると認める場合（保存義
務者からの手続は不要）。
・�出力書面の提示・提出の求め
に応じることができるように
しておくこと。

事実上、出力
書面による保
存が可能

出力書面について、事
実上、税務調査期間の
保存が必要

システム対応が間に合
わなかった事業者等に
適用
※�システム整備する意
向がある旨を口頭で
回答する必要

令和6年1月1日
からの新たな猶予措置

・�税務署長が相当の理由がある
と認める場合（保存義務者か
らの手続は不要）。
・�出力書面の提示・提出及びデー
タのダウンロードの求めに応
じることができるようにして
おくこと。

なし
※�あくまでも、
データの保
存が必要

データ及び出力書面に
ついて、事実上、税務
調査期間の保存が必要

システム対応を相当の
理由により行うことが
できなかった事業者等
に適用



7 月号─4

　社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当
等のうち、その旅行に通常必要であると認
められる部分の金額については、課税仕入
れに係る支払対価の額に該当するものとし
て取り扱われ、インボイス制度が開始する
令和5年10月以降でも、一定の事項を記
載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認
められます。
　なお「その旅行に通常必要であると認め
られる部分」については、所得税基本通達
9－3に基づき次の基準で判定します。
⑴　その支給額が、その支給をする使用者
等の役員及び使用人の全てを通じて適正
なバランスが保たれている基準によって
計算されたものであるかどうか	
⑵　その支給額が、その支給をする使用者
等と同業種、同規模の他の使用者等が一
般的に支給している金額に照らして相当
と認められるものであるかどうか

KEY WORD  
インボイス制度と出張旅費等

　

共
働
き
の
夫
婦
が
住
宅
を
購
入
す

る
と
き
、
そ
の
購
入
資
金
を
夫
婦
共

同
で
負
担
す
る
場
合
、
実
際
の
購
入

資
金
の
負
担
割
合
と
所
有
権
登
記
の

持
分
割
合
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
に

は
、
贈
与
税
の
問
題
が
生
ず
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
総
額
３
０
０
０
万
円
の

住
宅
を
購
入
し
、
夫
が
２
０
０
０
万

円
、
妻
が
１
０
０
０
万
円
の
資
金
負

担
を
し
た
も
の
の
、
所
有
権
の
登
記

は
夫
と
妻
そ
れ
ぞ
れ
の
持
分
を
２
分

の
１
と
し
た
場
合
、
妻
が
登
記
持
ち

分
に
対
し
て
負
担
す
べ
き
資
金
は

１
５
０
０
万
円
で
す
が
、
実
際
に
は

１
０
０
０
万
円
し
か
負
担
し
て
い
ま

せ
ん
か
ら
、
差
額
の
５
０
０
万
円
に

つ
い
て
は
夫
か
ら
妻
へ
の
贈
与
と
み

な
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、
資
金
の
負
担
割
合
に

応
じ
て
、
妻
の
持
ち
分
を
３
分
の
１

と
す
る
登
記
が
さ
れ
て
い
れ
ば
、
贈

与
税
の
問
題
は
生
じ
ま
せ
ん
。

住
宅
取
得
の
資
金
負
担
と

登
記
割
合

■□□□□
　料理の「さしすせそ」は、日本人の
食生活に欠かすことのできない調味料
から一文字を取って、語呂合わせにし
たものといわれています。この料理の
「さしすせそ」のうち、税が課されなかっ
た調味料は次のうちどれでしょう。
①「さ」砂糖　②「す」酢　③「そ」味噌

【解説】��
　「さ」の砂糖には、明治34年（1901年）
に砂糖消費税が課されました。当時、砂糖
は輸入品が多く、ぜいたく品とみなされた
ため、課税の対象になりました。
　「す」の酢は、酒造税則によって、明治
16年（1883年）に課税が始まりました。
これは、酢が酒を醸造した後に作られるも
のであるため、酢を製造する過程で課税対
象となる酒が作られる以上、酢にも課税す

べきという考えに基づいています。酢への
課税は、明治18年（1885年）に廃止され
ました。
　なお、「し」の塩には、明治38年（1905
年）の塩専売法公布の準備段階で販売目的
の塩に課税されたことがあり、「せ」の醤
油には、江戸時代に清酒・濁酒と併せて製
造者に課税され、明治18年には軍備拡張
財源としても課税がされた経緯があります。
　一方、「そ」の味噌が課税されなかったの
は、明治18年醤油税則の法案審議の記録
である「元老院会議筆記」によると、生活
困窮者は醤油よりも味噌を消費するという
当時の実態から、味噌への課税はこれらの
人たちに大きな負担をもたらすと判断され
たようです。また、味噌は自宅で製造され
る場合が多く、商品として流通するものは
少なかったことも、味噌が課税されなかっ
た理由の一つです。

� ��正解は、③「そ」の味噌でした
（出典：税務大学校税務情報センター）

税 金 ク イ ズ


